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子ども・若者育成支援推進法では「家族の介護その他

の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる

子ども・若者」について、国や地方公共団体等が各種

支援に努めるべき対象としています。

ヤングケアラー・若者ケアラーとは

〈相談窓口では電話・ラインにより相談を受け付けています〉

　月曜日/水曜日/木曜日/金曜日 09:30-16:30

　火曜日 11:30-18:30

078-894-3989
受付時間

（祝日・年末年始を除く）

電
話
相
談

電話番号

・

・

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
相
談

受付時間 終日。

ただし電話相談受付時間外の

ご相談は翌開設時間の

回答になります。



兵庫県の相談窓口では、ヤングケアラー及び若者ケアラー
（学業、就業、結婚などの影響が懸念される概ね 30歳台まで）を支援しています。

ヤングケアラー・若者ケアラーとは

自分はヤングケアラー・若者ケアラーかもしれない 近くにヤングケアラー・若者ケアラーではないかと気になる子どもがいる

　月曜日/水曜日/木曜日/金曜日 09:30-16:30

　火曜日 11:30-18:30

078-894-3989
受付時間

（祝日・年末年始を除く）

電話番号

・

・

受付時間　　終日。

ただし電話相談受付時間外のご相談

は翌開設時間の回答になります。

電話相談 LINE 相談

  https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf03/young-carer.html兵庫県ヤングケアラー・若者ケアラー支援の HP


